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子
ど
も
手
当
で
は
、
昨
年
１２
月

２３
日
の
４
大
臣
合
意
（
副
総
理
、

総
務
相
、
財
務
相
、
厚
労
相
）
に

基
づ
き
、
２２
年
度
政
府
予
算
案
で

所
要
額
が
計
上
さ
れ
た
。
１
月
１８

日
か
ら
始
ま
っ
た
第
１
７
４
回
通

常
国
会
で
予
算
が
成
立
す
れ
ば
、

２２
年
度
は
中
学
校
修
了
ま
で
の
児

童
を
対
象
に
、
１
人
１
万
３
０
０

０
円
が
支
給
さ
れ
る
。

政
府
予
算
案
で
は
、
子
ど
も
手

当
の
給
付
費
と
し
て
１
兆
２
２
３

０
億
円
を
計
上
し
て
い
る
。
し
か

し
民
主
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
は
、

子
ど
も
手
当
の
給
付
に
必
要
な
財

源
を
２
兆
７
０
０
０
億
円
と
見
込

む
。
予
算
計
上
額
だ
け
で
は
必
要

額
に
遠
く
及
ば
な
い
。
こ
の
不
足

分
の
穴
埋
め
に
向
け
た
打
開
策

が
、
昨
年
末
の
４
大
臣
合
意
。
現

行
の
児
童
手
当
を
継
続
し
、
子
ど

も
手
当
と
併
給
す
る
こ
と
で
、
所

要
額
を
賄
う
こ
と
と
し
た
。

こ
の
結
果
、
国
が
準
備
す
る
子

ど
も
手
当
の
財
源
１
兆
２
２
３
０

億
円
と
は
別
に
、
児
童
手
当
と
し

て
国
が
２
３
２
６
億
円
、
地
方
が

４
６
５
２
億
円
、
事
業
主
が
１
４

３
６
億
円
を
拠
出
す
る
こ
と
と
な

る
。
た
だ
し
、
国
家
・
地
方
両
公

務
員
へ
の
給
付
は
別
途
、
所
属
庁

が
支
給
す
る
。
よ
っ
て
、
国
家
公

務
員
に
つ
い
て
は
４
２
５
億
円
、

地
方
公
務
員
に
つ
い
て
は
１
４
８

６
億
円
が
別
途
、
必
要
と
な
る
。

本
来
な
ら
子
ど
も
手
当
の
財
源

は
、
政
府
の
歳
出
を
徹
底
的
に
見

直
す
こ
と
で
生
み
出
す
予
定
だ
っ

た
は
ず
。
景
気
低
迷
に
よ
る
税
収

の
大
幅
減
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、

政
権
公
約
に
掲
げ
た
以
上
、
国
の

責
任
で
施
策
を
ま
っ
と
う
す
べ
き

だ
ろ
う
。
児
童
手
当
と
の
併
給
措

置
は
２２
年
度
限
り
の
暫
定
措
置
と

さ
れ
た
も
の
の
、
２３
年
度
以
降
の

見
通
し
は
不
明
確
。
２３
年
度
以
降

は
給
付
額
が
倍
増
す
る
だ
け
に
、

地
方
の
不
安
は
募
る
。
今
回
の
地

方
負
担
で
は
、
事
前
に
何
ら
相
談

す
ら
な
か
っ
た
だ
け
に
、
な
お
さ

ら
だ
。
現
政
権
が
掲
げ
る
「
地
域

主
権
」
は
、
ど
こ
ま
で
本
気
か
地

方
と
し
て
は
疑
い
た
く
も
な
る
。

１
月
１３
日
の
会
合
で
は
長
妻
厚

労
相
が
、
子
ど
も
手
当
の
財
源
を

全
て
国
で
賄
う
予
定
だ
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
地
方
負
担
を
強
い

る
結
果
と
な
っ
た
こ
と
に
対
し
、

六
団
体
代
表
へ
陳
謝
し
た
。

本
日
、
平
成
２２
年
度
の
子
ど
も
手
当

の
概
要
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

政
府
か
ら
示
さ
れ
た
案
に
よ
る
と
、

平
成
２２
年
度
限
り
の
暫
定
措
置
と
し
て

子
ど
も
手
当
と
児
童
手
当
と
を
併
給
す

る
方
式
と
し
、
児
童
手
当
の
地
方
負
担

が
継
続
し
て
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
ま
た
、
平
成
２３
年
度
に

向
け
あ
ら
た
め
て
国
と
地
方

の
役
割
分
担
、
経
費
負
担
の

あ
り
方
等
に
つ
い
て
「
地
域

主
権
戦
略
会
議
」
等
で
議
論

す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

我
々
地
方
は
、
鳩
山
政
権
が
掲
げ
る

「
地
域
の
こ
と
は
地
域
が
決
め
る
」
地

域
主
権
の
理
念
か
ら
す
れ
ば
、
国
と
地

方
の
役
割
分
担
を
明
確
に
し
、
保
育
所

の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
給
付
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
実
態
に
応
じ

た
形
で
地
方
自
治
体
の
創
意
工
夫
に
よ

り
地
方
が
担
当
す
べ
き
で
あ
る
一
方
、

子
ど
も
手
当
の
よ
う
な
全
国
一
律
の
現

金
給
付
に
つ
い
て
は
国
が
担
当
し
全
額

を
負
担
す
べ
き
と
主
張
し
て
き
た
。
２

つ
の
手
当
の
併
給
方
式
は
こ
の
よ
う
な

考
え
方
の
整
理
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、

地
域
主
権
の
理
念
が
あ
い
ま
い
な
も
の

と
な
っ
た
こ
と
は
誠
に
残
念
で
あ
る
。

ま
た
、
住
民
生
活
に
密
着
し
た
厚
生

労
働
行
政
の
多
く
は
地
方
自
治
体
が
担

っ
て
お
り
、
国
と
地
方
と
の
信
頼
・
協

力
関
係
を
基
礎
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ

る
。
「
子
育
て
応
援
特
別
手
当
」
の
一

方
的
な
支
給
取
り
や
め
と
い
う
地
方
軽

視
の
決
定
に
続
き
、
今
回
さ
ら
に
子
ど

も
手
当
の
決
着
に
至
る
過
程
で
、
所
管

で
あ
る
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
地
方
に
一

切
協
議
・
説
明
も
な
か
っ
た
こ
と
は
極

め
て
遺
憾
で
あ
る
。

平
成
２３
年
度
以
降
の
子
ど
も
手
当
の

本
格
的
な
制
度
設
計
に
向
け
て
は
、
国

と
地
方
の
十
分
な
協
議
を
行
う
こ
と
を

求
め
る
。
そ
の
上
で
、
国
が
全

額
を
負
担
す
べ
き
で
あ
る
と
の

地
方
の
主
張
に
沿
っ
て
、
役
割

分
担
を
明
確
に
し
た
制
度
が
実

現
さ
れ
る
こ
と
を
強
く
望
む
も

の
で
あ
る
。

な
お
、
平
成
２２
年
度
に
お
け
る
制
度

設
計
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
の
意
見
を

踏
ま
え
市
町
村
に
事
務
負
担
が
生
じ
な

い
よ
う
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
シ

ス
テ
ム
開
発
経
費
を
含
む
事
務
費
等
に

つ
い
て
は
全
額
国
庫
負
担
と
す
る
こ
と

を
強
く
求
め
る
。

（昭和３６年１２月２０日第三種郵便物認可）

第1749号１月２５日平成22年
（2010年）

厚
生
労
働
省
内
で
１
月
１３
日
、
地
方
六
団
体
の
代
表
が
長
妻
昭
・

厚
労
相
と
会
合
を
開
い
た
。
当
日
の
主
な
テ
ー
マ
は
「
子
ど
も
手
当
」
。

民
主
党
が
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
掲
げ
、
実
現
を
目
指
し
て
き
た
目
玉
政

策
だ
。
平
成
２２
年
度
か
ら
の
実
施
に
向
け
、
鳩
山
内
閣
で
は
昨
秋
の

新
政
権
発
足
以
来
、
施
策
の
裏
付
け
と
な
る
財
源
を
模
索
し
て
き
た

が
捻
出
し
き
れ
ず
、
一
方
的
に
地
方
負
担
を
決
定
し
て
い
た
。

子子
どど
もも
手手
当当
でで
大大
臣臣
がが
陳陳
謝謝

厚
労
相
と
六
団
体
代
表
と
の
会
合
の
場
で子子

どど
もも
手手
当当
のの
地地
方方
負負
担担
にに
つつ
いい
てて

〈
地
方
六
団
体
・
平
成
２１
年
１２
月
２３
日
〉

長妻厚労相（右）

本会を代表して会合に臨む五本会長（右奥）

（１） 平成２２年１月２５日 第１７４９号



全
国
市
議
会
議
長
会
基
地
協
議

会
（
会
長
�
浦
日
出
男
・
佐
世
保

市
議
長
）
は
１
月
１９
日
、
日
本
都

市
セ
ン
タ
ー
会
館
で
正
副
会
長
・

監
事
・
相
談
役
会
を
開
催
し
た
。

会
議
で
は
、
総
務
省
自
治
税
務

局
の
後
藤
篤
二
・
固
定
資
産
税
課

長
、
防
衛
省
地
方
協
力
局
の
廣
�

行
成
・
地
方
協
力
企
画
課
長
か

ら
、
平
成
２２
年
度
の
基
地
対
策
関

係
予
算
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
説

明
が
あ
っ
た
。

政
権
交
代
後
初
め
て
と
な
る
２２

年
度
政
府
予
算
の
編
成
作
業
で

は
、
行
政
刷
新
会
議
や
財
務
省
に

よ
る
厳
し
い
査
定
が
想
定
さ
れ
、

基
地
対
策
予
算
に
つ
い
て
も
所
要

額
確
保
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
た
。

特
に
来
年
度
基
地
関
係
予
算

は
、
基
地
・
調
整
交
付
金
及
び
特

定
防
衛
施
設
周
辺
整
備
調
整
交
付

金
が
、
例
年
な
ら
ば
３
年
に
１
度

の
増
額
の
年
に
当
た
る
。
こ
の
た

め
同
協
議
会
は
満
額
確
保
を
強
く

求
め
、
地
元
選
出
国
会
議
員
へ
の

働
き
か
け
や
、
防
衛
大
臣
は
じ

め
、
財
務
、
総
務
大
臣
政
務
官
ら

に
面
談
・
要
望
す
る
な
ど
、
積
極

的
な
要
請
運
動
を
行
っ
て
き
た
。

そ
の
結
果
、
総
務
省
所
管
の
基

地
・
調
整
両
交
付
金
が
対
前
年
度

１０
億
円
増
の
要
求
額
を
満
額
確

保
。
ま
た
、
防
衛
省
所
管
の
基
地

周
辺
対
策
経
費
も
２４
億
円
増
の
確

保
と
な
っ
た
。

こ
の
ほ
か
会
議
で
は
、
２２
年
度

の
運
動
方
針
や
予
算
、
事
業
計
画

等
を
審
議
、
了
承
し
た
。

内
閣
官
房
は
１
月
１８
日
、
第
１

７
４
回
通
常
国
会
に
お
け
る
「
内

閣
提
出
予
定
法
律
案
等
件
名
・
要

旨
調
」
を
ま
と
め
た
。
法
律
案
の

総
件
数
は
６１
件
。
う
ち
、
自
治
体

に
関
係
す
る
主
な
も
の
を
次
の
と

お
り
掲
載
（
※
印
は
予
算
関

連
）
。

【
内
閣
府
】

○
地
域
主
権
改
革
の
推
進
を
図
る

た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す

る
法
律
案
（
仮
称
）

○
国
と
地
方
の
協
議
の
場
に
関
す

る
法
律
案
（
仮
称
）

【
総
務
省
】

○
地
方
交
付
税
法
及
び
特
別
会
計

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

○
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
※

○
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
※

○
市
町
村
の
合
併
の

特
例
等
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

○
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

【
財
務
省
】

○
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
※

【
文
部
科
学
省
】

○
公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料

の
不
徴
収
及
び
高
等
学
校
等
就
学

支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
案

（
仮
称
）
※

【
厚
生
労
働
省
】

○
平
成
２２
年
度
に
お
け
る
子
ど
も

手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
案

（
仮
称
）
※

○
介
護
保
険
法
施
行
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
※

○
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
※

○
医
療
保
険
制
度
の
安
定
的
な
運

営
を
図
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
仮
称
）
※

○
児
童
扶
養
手
当
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
（
仮
称
）
※

【
農
林
水
産
省
】

○
農
林
水
産
省
設
置
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
※

【
国
土
交
通
省
】

○
国
土
調
査
促
進
特
別
措
置
法
及

び
国
土
調
査
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
※

○
国
の
直
轄
事
業
に
係
る
都
道
府

県
等
の
維
持
管
理
負
担
金
の
廃
止

等
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に

関
す
る
法
律
案
（
仮
称
）
※

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け

る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

【
環
境
省
】

○
大
気
汚
染
防
止
法
及
び
水
質
汚

濁
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

○
環
境
影
響
評
価
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

【
防
衛
省
】

○
防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
※

全
国
自
治
体
病
院
経
営
都
市
議

会
協
議
会
（
会
長
�
三
島
進
・
松

江
市
議
会
議
長
）
は
１
月
１９
日
、

東
京
・
全
国
都
市
会
館
で
正
副
会

長
・
監
事
・
相
談
役
会
議
を
開

き
、
平
成
２１
年
度
の
要
望
運
動
結

果
な
ど
に
つ
い
て
報
告
し
た
。

同
協
議
会
は
地
域
医
療
を
確
保

し
て
い
く
た
め
、
２１
年
度
の
重
点

要
望
と
し
て
▽
地
方
交
付
税
措
置

の
充
実
強
化
▽
勤
務
医
確
保
対
策

▽
救
急
医
療
体
制
の
確
保
・
充
実

―
―
な
ど
を
求
め
て
き
た
。

し
か
し
２２
年
度
政
府
予
算
案
で

は
、
医
師
確
保
や
救
急
医
療
体
制

充
実
の
た
め
の
関
係
予
算
が
、
そ

れ
ぞ
れ
大
幅
に
減
額
さ
れ
て
い

る
。
診
療
報
酬
に
つ
い
て
は
、
１０

年
ぶ
り
の
増
額
改
定
と
な
っ
た

が
、
全
体
の
改
定
率
は
わ
ず
か
０

・
１９
％
増
に
す
ぎ
な
い
。

会
議
で
は
、
要
望
結
果
を
踏
ま

え
、
持
続
的
な
地
域
医
療
を
確
保

す
る
た
め
、
今
後
の
協
議
会
の
会

議
・
運
動
日
程
な
ど
に
つ
い
て
協

議
、
更
な
る
要
請
運
動
を
実
施
し

て
い
く
こ
と
を
了
承
し
た
。
当
日

は
、
総
務
省
の
平
川
薫
・
官
房
参

事
官
兼
自
治
財
政
局
地
域
企
業
経

営
企
画
室
長
事
務
取
扱
が
「
公
立

病
院
の
経
営
改
革
と
財
政
措
置
の

充
実
」
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

２２
年
度
予
算
を
満
額
確
保

基
地
協
が
役
員
会
で
成
果
報
告

医
師
確
保
予
算
は
大
幅
減

翌
年
度
で
巻
き
返
し
狙
う
―
病
院
協

１１７７４４回回
通通常常国国会会

内内
閣閣
提提
出出
予予
定定
法法
律律
案案

（（抜抜粋粋））

内内
閣閣
官官
房房（（
２２２２
年年
１１
月月
１１８８
日日
現現
在在
））

あいさつする三島病院協会長（松江市）

あ
い
さ
つ
す
る
浦
基
地
協
会
長

（
佐
世
保
市
）

第１７４９号 平成２２年１月２５日 （２）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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【
北
海
道
】
▽
北
見
（
４
・
８
）

▽
紋
別
（
８
・
７
）
▽
士
別
（
４

・
３０
）

【
青
森
県
】
▽
青
森
（
１１
・
２５
）

▽
十
和
田
（
１２
・
３１
）

【
岩
手
県
】
▽
宮
古
（
４
・
３０
）

▽
花
巻
（
７
・
３１
）
▽
遠
野
（
１０

・
３１
）
▽
八
幡
平
（
４
・
３０
）
▽

奥
州
（
３
・
１８
）

【
宮
城
県
】
▽
石
巻
（
５
・
２７
）

▽
気
仙
沼
（
４
・
２９
）
▽
大
崎
（
４

・
２９
）

【
秋
田
県
】
▽
能
代
（
４
・
２２
）

▽
男
鹿
（
４
・
２１
）
▽
潟
上
（
２

・
２１
）
▽
北
秋
田
（
３
・
３１
）
▽

に
か
ほ
（
４
・
３０
）
▽
仙
北
（
４

・
３０
）

【
山
形
県
】
該
当
な
し

【
福
島
県
】
▽
二
本
松
（
６
・
３０
）

▽
田
村
（
４
・
３０
）
▽
南
相
馬
（
１１

・
３０
）
▽
伊
達
（
４
・
３０
）

【
茨
城
県
】
▽
常
陸
太
田
（
８
・

５
）
▽
笠
間
（
１２
・
２３
）
▽
常
陸

大
宮
（
８
・
５
）
▽
坂
東
（
１２
・

２１
）
▽
稲
敷
（
１２
・
２１
）
▽
桜
川

（
９
・
２３
）

【
栃
木
県
】
▽
日
光
（
４
・
２２
）

▽
さ
く
ら
（
１１
・
３０
）
▽
那
須
烏

山
（
４
・
３０
）
▽
下
野
（
４
・
３０
）

【
群
馬
県
】
▽
伊
勢
崎
（
４
・
３０
）

▽
館
林
（
９
・
３０
）

【
埼
玉
県
】
▽
秩
父
（
４
・
３０
）

▽
本
庄
（
２
・
４
）
▽
春
日
部
（
４

・
３０
）
▽
草
加
（
１１
・
１４
）
▽
鳩

ヶ
谷
（
１１
・
２５
）

【
千
葉
県
】
▽
松
戸
（
１１
・
２６
）

▽
野
田
（
５
・
３０
）
▽
鴨
川
（
５

・
３１
）
▽
南
房
総
（
４
・
２２
）
▽

匝
瑳
（
１０
・
３１
）
▽
香
取
（
１２
・

２６
）
▽
い
す
み
（
１１
・
３０
）

【
東
京
都
】
▽
立
川
（
７
・
１３
）

▽
町
田
（
３
・
８
）
▽
日
野
（
３

・
８
）

【
神
奈
川
県
】
▽
逗
子
（
４
・
５
）

【
新
潟
県
】
▽
三
条
（
４
・
３０
）

▽
見
附
（
１１
・
９
）
▽
燕
（
１０
・

３１
）
▽
胎
内
（
９
・
３０
）

【
富
山
県
】
▽
氷
見
（
１１
・
１３
）

▽
黒
部
（
１０
・
３１
）
▽
小
矢
部
（
９

・
１
）

【
石
川
県
】
該
当
な
し

【
福
井
県
】
▽
越
前
（
７
・
２９
）

▽
坂
井
（
４
・
２２
）

【
山
梨
県
】
▽
甲
斐
（
４
・
３０
）

【
長
野
県
】
▽
上
田
（
４
・
８
）

▽
伊
那
（
４
・
２９
）
▽
中
野
（
４

・
３０
）
▽
飯
山
（
１２
・
１１
）

【
岐
阜
県
】
▽
美
濃
加
茂
（
１０
・

１２
）

【
静
岡
県
】
▽
藤
枝
（
４
・
３０
）

▽
裾
野
（
１０
・
１１
）

【
愛
知
県
】
▽
東
海
（
３
・
３１
）

▽
知
立
（
８
・
２５
）
▽
愛
西
（
４

・
３０
）
▽
清
須
（
４
・
３０
）
▽
北

名
古
屋
（
４
・
２２
）

【
三
重
県
】
▽
津
（
２
・
４
）
▽

桑
名
（
１２
・
５
）
▽
名
張
（
８
・

３０
）
▽
亀
山
（
１０
・
３１
）
▽
熊
野

（
４
・
３０
）

【
滋
賀
県
】
▽
長
浜
（
７
・
３１
）

【
京
都
府
】
▽
舞
鶴
（
１２
・
４
）

▽
綾
部
（
８
・
３１
）
▽
宮
津
（
７

・
９
）
▽
南
丹
（
２
・
１８
）

【
大
阪
府
】
▽
泉
佐
野
（
５
・
２３
）

▽
河
内
長
野
（
４
・
２８
）
▽
松
原

（
９
・
１２
）

【
兵
庫
県
】
▽
洲
本
（
３
・
１８
）

▽
加
古
川
（
７
・
２４
）
▽
た
つ
の

（
４
・
３０
）
▽
高
砂
（
９
・
９
）

▽
川
西
（
１０
・
２７
）
▽
加
東
（
１０

・
３１
）

【
奈
良
県
】
▽
御
所
（
４
・
２８
）

▽
宇
陀
（
４
・
３０
）

【
和
歌
山
県
】
▽
海
南
（
４
・
３０
）

【
鳥
取
県
】
▽
鳥
取
（
１２
・
１６
）

▽
米
子
（
６
・
３０
）
▽
境
港
（
２

・
２１
）

【
島
根
県
】
▽
大
田
（
４
・
１０
）

▽
江
津
（
５
・
３０
）

【
岡
山
県
】
▽
備
前
（
５
・
３１
）

▽
浅
口
（
４
・
２２
）

【
広
島
県
】
▽
竹
原
（
１１
・
２２
）

▽
府
中
（
５
・
１５
）

【
山
口
県
】
▽
山
口
（
４
・
３０
）

▽
萩
（
４
・
３０
）
▽
下
松
（
４
・

１９
）
▽
岩
国
（
１０
・
３１
）

【
徳
島
県
】
▽
阿
波
（
３
・
３１
）

▽
美
馬
（
４
・
２２
）
▽
三
好
（
４

・
１５
）

【
香
川
県
】
▽
三
豊
（
２
・
１１
）

【
愛
媛
県
】
▽
松
山
（
５
・
２４
）

【
高
知
県
】
▽
安
芸
（
９
・
９
）

▽
土
佐
（
５
・
３
）
▽
須
崎
（
１１

・
１２
）
▽
土
佐
清
水
（
９
・
６
）

▽
四
万
十
（
４
・
２５
）
▽
香
南
（
４

・
１５
）
▽
香
美
（
９
・
２３
）

【
福
岡
県
】
▽
柳
川
（
１０
・
２０
）

▽
小
郡
（
５
・
１３
）
▽
前
原
（
１１

・
１６
）
▽
う
き
は
（
４
・
３０
）
▽

宮
若
（
３
・
１８
）

【
佐
賀
県
】
▽
武
雄
（
４
・
１５
）

▽
小
城
（
２
・
２８
）
▽
嬉
野
（
２

・
４
）
▽
神
埼
（
４
・
２２
）

【
長
崎
県
】
▽
松
浦
（
２
・
４
）

▽
南
島
原
（
５
・
１３
）

【
熊
本
県
】
▽
天
草
（
４
・
２２
）

▽
菊
池
（
５
・
３１
）
▽
宇
土
（
１０

・
２０
）
▽
宇
城
（
４
・
３０
）

【
大
分
県
】
▽
臼
杵
（
４
・
２６
）

▽
国
東
（
４
・
２２
）

【
宮
崎
県
】
▽
都
城
（
２
・
４
）

▽
西
都
（
４
・
２６
）

【
鹿
児
島
県
】
▽
鹿
屋
（
４
・
３０
）

▽
出
水
（
４
・
２２
）
▽
指
宿
（
２

・
１１
）
▽
志
布
志
（
２
・
１１
）

【
沖
縄
県
】
▽
宜
野
湾
（
９
・
２７
）

▽
石
垣（
９
・
２７
）▽
名
護（
９
・

２７
）
▽
沖
縄
（
９
・
２７
）
▽
う
る

ま
（
１０
・
１９
）
▽
南
城
（
９
・
２７
）

▽
１
月
２８
日

全
国
高
速
自
動
車

道
市
議
会
協
議
会
�
正
副
会
長

・
監
事
・
相
談
役
会
議
（
午
後

２
時
、
全
国
都
市
会
館
）

▽
１
月
２８
日
・
２９
日

全
国
市
議

会
議
長
会
�
全
国
市
議
会
事
務

局
職
員
研
修
会
（
２８
日
午
後
１

時
半
、
２９
日
午
前
１０
時
、
砂
防

会
館
）

▽
２
月
１
日

全
国
市
議
会
議
長

会
�
正
副
会
長
会
議
（
午
後
３

時
半
、
岡
山
市
）

▽
２
月
３
日

全
国
市
議
会
議
長

会
基
地
協
議
会
�
総
会
（
午
後

２
時
半
、
砂
防
会
館
）

▽
２
月
４
日

都
市
行
政
問
題
研

究
会
�
役
員
会
（
午
前
１１
時
、

全
国
都
市
会
館
）
・
総
会
（
午

後
１
時
半
、
同
）

▽
２
月
４
日

産
業
経
済
委
員
会

�
正
副
委
員
長
会
議
（
午
後
４

時
、
飯
田
市
）

▽
２
月
５
日

国
会
対
策
委
員
会

�
委
員
会
（
午
後
３
時
、
全
国

都
市
会
館
）

▽
２
月
８
日

市
議
会
議
員
共
済

会
�
理
事
会
（
午
前
１０
時
半
、

日
本
都
市
セ
ン
タ
ー
会
館
）
・

代
議
員
会
（
午
後
１
時
半
、

同
）

▽
２
月
８
日

全
国
市
議
会
議
長

会
�
相
談
役
会
議
（
午
後
４

時
、
全
国
都
市
会
館
）

▽
２
月
９
日

全
国
市
議
会
議
長

会
�
部
会
長
会
議
（
午
前
１０

時
、
砂
防
会
館
）・
理
事
会（
午

前
１１
時
、
同
）・
評
議
員
会（
午

後
１
時
半
、
日
本
都
市
セ
ン
タ

ー
会
館
）

行行
事事
予予
定定

市区議

２２２２
年年
中中
任任
期期
満満
了了
はは
１１４４９９
市市

平
成
２１
年
１１
月
１
日
現
在
―
総
務
省
調

総
務
省
は
１
月
１
日
、
「
平
成
２２
年
中
に
お
け
る
地
方
公
共
団
体

の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
任
期
満
了
に
関
す
る
調
」
を
発
表
し
た
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
２１
年
１１
月
１
日
現
在
の
全
国
１
８
４
２
地
方
公
共

団
体
の
中
で
、
２２
年
中
に
任
期
満
了
と
な
る
の
は
７
３
２
団
体
で
、

全
体
の
１９
・
９
％
。
こ
の
う
ち
、
市
区
議
会
議
員
が
任
期
満
了
を
迎

え
る
の
は
１
４
９
市
区
で
、
全
８
０
６
市
区
の
１８
・
５
％
と
な
っ

た
。
市
区
議
会
名
は
次
の
と
お
り
、
（

）
内
は
任
期
満
了
日
。

（３） 平成２２年１月２５日 第１７４９号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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前
号
（
１
７
４
７
・
４
８
号
）

に
引
き
続
き
、
大
分
市
議
会
の
市

民
意
見
交
換
会
を
紹
介
し
ま
す
。

大
分
市
議
会
が
市
民
意
見
交
換

会
を
初
め
て
開
催
し
た
の
は
、
平

成
２０
年
７
月
７
日
。
市
内
１３
会
場

を
舞
台
に
１１
日
間
で
、
延
べ
９５
名

の
議
員
が
総
勢
４
２
９
名
の
市
民

と
対
話
し
、
議
会
基
本
条
例
策
定

へ
と
結
び
付
け
ま
し
た
。
２
回
目

と
な
る
２１
年
は
、
延
べ
１
４
１
名

の
議
員
が
市
民
と
と
も
に
、
子
ど

も
条
例
に
つ
い
て
考
え
ま
し
た
。

市
民
意
見
交
換
会
の
実
施
主
体

は
、
４８
人
の
全
議
員
で
平
成
１９
年

１０
月
１０
日
に
発
足
さ
せ
た
「
大
分

市
議
会
議
員
政
策
研
究
会
」
。
同

研
究
会
で
は
、
取
り
組
む
べ
き
最

初
の
課
題
と
し
て
議
会
基
本
条
例

を
選
び
、
２０
年
１２
月
１５
日
に
可
決

さ
せ
ま
し
た
。
中
核
市
で
は
初
の

議
会
基
本
条
例
制
定
に
よ
り
、
政

策
研
究
会
の
設
置
根
拠
も
同
条
例

で
明
文
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

意
見
交
換
会
で
の
意
見
を
踏
ま

え
、
市
民
と
と
も
に
考
え
た
議
会

基
本
条
例
は
２２
か
条
で
構
成
さ
れ

て
い
ま
す
。
前
号
で
紹
介
し
た

「
一
問
一
答
方
式
導
入
」
「
市
長

等
へ
の
反
問
権
付
与
」
の
ほ
か
、

市
長
が
重
要
な
政
策
等
を
含
む
議

案
提
出
に
当
た
り
、
議
会
が
情
報

提
供
を
受
け
る
権
利
を
保
障
し
、

監
視
機
能
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
市
民
意
見
交
換
会
の
開

催
に
つ
い
て
も
議
会
基
本
条
例
で

明
文
化
し
、
議
会
活
動
へ
市
民
が

参
加
す
る
機
会
を
確
保
。
市
民
の

意
見
を
反
映
さ
せ
た
政
策
提
言
の

拡
大
を
図
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ

か
市
民
に
対
し
、
市
議
会
だ
よ
り

の
発
行
や
議
会
報
告
会
の
開
催
に

よ
り
、
本
会
議
や
委
員
会
等
の
議

会
活
動
を
広
く
伝
え
る
よ
う
努
め

る
こ
と
を
規
定
し
て
い
ま
す
。
特

に
、
市
民
意
見
交
換
会
に
つ
い
て

は
当
初
、
努
力
規
定
と
し
て
い
ま

し
た
が
市
民
の
意
見
を
踏
ま
え
た

結
果
、
開
催
を
明
確
化
す
る
よ
う

規
定
し
ま
し
た
。

ま
ず
市
民
の
皆
様
方
の
中
に
と

び
こ
ん
で
い
く
こ
と
か
ら
―
―
仲

道
議
長
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン

ト＝

本
紙
１
７
４
７
・
４
８
号
掲

載＝

で
す
。
市
民
と
対
話
を
重
ね

な
が
ら
、
新
し
い
発
想
で
議
会
活

動
に
取
り
組
む
大
分
市
議
会
の
姿

勢
が
、
こ
の
一
言
に
現
れ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
現
在
、
議
会
基
本
条

例
に
続
く
新
し
い
活
動
と
し
て
取

り
組
ん
で
い
る
の
が
「
子
ど
も
条

例
」
で
す
。

「「（（仮仮称称））子子どどもも条条例例にに関関すするる条条例例」」

制制定定のの背背景景等等

【子どもを取り巻く現状と課題】

○子どもを取り巻く環境の変化

（少子高齢化、晩婚化、核家族化、

家族形態の多様化、共働き家庭の

増加、就業形態の変化、親の意識

の多様化、地域とのつながりや人

間関係の希薄化、情報化の進展な

ど）

○子どもを生み、育てることが難し

い現状

○子どもに関する相談件数の増加

○子育てに対する関係者（家庭、学

校、職場、市民、市（行政）など）

の役割

【条例制定の必要性】

○子どもや子育てに関する大分市と

しての基本理念を明確にする

○子どもに関する施策の根拠とし、

継続的な取り組みを推進する

○大人の行動が子どもに大きな影響

を与えることを認識し、子育てに

参加する

○関係者の役割を明確にし、相互に

協力して子どもを育てる

○少子化の進展、低年齢化する非行

や犯罪、いじめ、不登校、虐待、

子育て力の低下などの問題に対応

する

○市民を巻き込んだ子育て支援を推

進する

※大分市議会・市民意見交換会の資料から抜粋

議
会
基
本
条
例
に
続
く
政
策
研

究
会
の
政
策
課
題
第
２
弾
は
「
子

ど
も
条
例
」
。
全
体
会
議
で
課
題

を
募
集
し
た
と
こ
ろ
８
本
の
提
案

を
受
け
た
た
め
、
役
員
会
で
の
応

募
議
員
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

を
経
て
２１
年
７
月
２７
日
、
子
ど
も

条
例
を
課
題
に
選
定
し
ま
し
た
。

同
条
例
制
定
ま
で
の
期
間
は
概
ね

２
年
と
設
定
。
一
般
市
民
の
ほ

か
、
当
事
者
で
あ
る
子
ど
も
ら
と

も
対
話
を
重
ね
、
成
案
を
練
っ
て

い
く
方
針
と
し
て
い
ま
す
。

２１
年
１１
月
９
日
か
ら
２０
日
に
か

け
て
は
、
子
ど
も
条
例
を
テ
ー
マ

に
第
２
回
市
民
意
見
交
換
会
を
開

催
。
条
例
制
定
の
背
景
等
に
つ
い

て
説
明
し
た
の
ち
、
市
民
と
質
疑

応
答
や
意
見
交
換
を
行
い
、
１
７

７
件
に
も
及
ぶ
提
案
を
市
民
か
ら

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

現
在
も
鋭
意
、
政
策
研
究
会
で

は
調
査
を
進
め
て
お
り
、
条
例
の

制
定
に
期
待
が
寄
せ
ら
れ
ま
す
。

市市
民民
意意
見見
交交
換換
会会

でで
議議
会会
基基
本本
条条
例例
大分市議会
＜続編＞

子
ど
も
条
例
へ
の
取
り
組
み

議 会
ニ ュ ー ス
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